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◆対象者　低所得者・高齢者及び障害者の世帯
お困りの世帯に対して、安定した生活ができるように支援することを目的とし
た貸付制度です。（書類審査あり。原則、連帯保証人が必要）
詳細は三重県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

各種貸付（教育費を除く）

①母子父子寡婦福祉資金貸付（三重県事業）－生活費、転宅費等各種－
◆対象者　ひとり親の母・父とその子、寡婦
ひとり親家庭および寡婦の人の経済的自立と児童の福祉増進を図るために、
母・父またはその児童および寡婦に対して必要な資金を貸付ける制度です。三
重県において実施、相談・受付は市役所こども家庭課です。
※貸付には種類がありますので、別表P.48～P.50を参考にしてくだい。
※申請月：3月　6月　8月　10月　12月　2月

■お問合わせ

四日市市こども家庭課　TEL.059-354-8276

②生活福祉資金貸付 －技能を習得する費用、転宅費用等各種－

■お問合わせ

四日市市社会福祉協議会　TEL.059-354-8265
三重県社会福祉協議会

所得制限あり

③交通遺児等貸付金 －交通遺児等の生活費－
◆対象者　自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った人の子ども
自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った人の子ども（0歳から中学
校卒業までの児童）の健全な育成を図るため、生活資金を無利子で貸し付けま
す。生活状況の要件に該当する家庭となります。

■お問合わせ
（独）自動車事故対策機構（NASVA）三重支所　

TEL.059-350-5188

制限等あり

三重県子ども・福祉部
家庭福祉・施設整備課


